
　地域経済の活性化、産業振興、事業者間における連携の推進およびにぎわい創出を目的とし、市
内で事業者団体が行う、以下のすべての条件を満たすイベント事業に対し、「つなぐ守山産業振興
イベント支援補助金」を交付します。詳しくは、市HPをご覧ください。
対�市内で事業を営む2者以上が連携して組織する団体など
イベント条件
　・地域のにぎわい創出のために行われる催し物であること
　・原則誰もが参加できる催し物であること
　・特定の企業や店舗の単なる販売促進事業とならないこと
　・運営者および参加者が環境に配慮した催し物であること
補助対象経費
　事業開催にかかる広告宣伝費、会場設営費などの経費
補助率
　補助対象経費の2分の1以内（上限10万円）
申請受付期間
　5月1日（木）～　※予算枠に達し次第終了

問商工観光課　 ・有（582）1131　 （582）6947

　市内中小企業などが新たに取り組むデジタル化や人材確保、また、中心市街地への新規出店に要する費用を
補助します。
　補助金ごとに、下記以外にも別途条件や対象期間を設けています。詳しくは、市HPをご覧ください。

問商工観光課　 ・有（582）1131　 （582）6947

ホームページ

地域のにぎわい創出を目的としたイベント事業を補助

企業の新たな取り組みを支援

補助金名 補助対象者 補助上限額（補助率） 補助対象 ホームページ

中小企業等
デジタル化
促進補助金

市内に事業所を有する
中小企業など

20万円
（50％）

デジタル技術を活用した販路改
革、経営管理の改革、デジタル
人材の育成につながる取り組み
にかかる経費 など

（例：ECサイト作成、キャッシュ
システムの導入、経理・会計・
人事管理システムの導入 など）

中小企業等
デジタル化
促進補助金

人材確保支援
事業費補助金

市内に求職者を勤務さ
せる事業所を有する企
業など

20万円
（50％）

人材を安定的に確保するために
実施する事業

（例：就職情報サイトなどへの求
人情報の掲載費・求人マッチン
グサービスの利用料、採用動画
作成費 など）

人材確保支援
事業費補助金

空き店舗等
活用補助金

中心市街地における空
き店舗などに新規に出
店し、営業する個人ま
たは中小企業など

100万円
（40％　※もりやま
創業塾を修了した人
は50％）

中心市街地における空き店舗な
どへ新たに店舗を出店するため
にかかる初期費用や改修費 など

空き店舗等
活用補助金
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時日時　所場所　内内容　講講師　出出演　対対象　定定員（特記のないものは先着順）￥費用（記載のないものは無料）
連連続で参加が必要　持持ち物　申申込方法　他その他　問問い合わせ　有有線電話　HPホームページ　DLダウンロード可

https://www.city.moriyama.lg.jp/sangyo_business/shoukougyou/1007868/1009478.html
https://www.city.moriyama.lg.jp/sangyo_business/shoukougyou/1007868/1003031.html
https://www.city.moriyama.lg.jp/sangyo_business/shoukougyou/1007868/1009821.html
https://www.city.moriyama.lg.jp/sangyo_business/shoukougyou/1007868/1009822.html

